
○　県知事の許可（農地転用面積が４ヘクタール以下の場合）
　　　　※福岡県では、農地転用面積が５，０００㎡以下の場合各農林事務所で許可します。

　　　申請書提出 　意見書を付して送付 意見聴取

　　　許可書交付 　　　許可書送付 意見提出

（２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の場合）

○　農林水産大臣の許可（農地転用面積が４ヘクタールを超える場合）

　　　申請書提出 　　意見書を付して送付

　　　許可書交付 　　　　許可書送付

○　農業委員会への届出（市街化区域内農地の転用）

　　　届出書提出

　　　受理通知
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